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現　　行 

医療分 
 

支援分 
 

介護分 
 

合　計 

４７０，０００円 
 

１２０，０００円 
 

９０，０００円 
 

６８０，０００円 

５００，０００円 
 

１３０，０００円 
 

１００，０００円 
 

７３０，０００円 

改 定 後 

表① 

表② 

  　
課
税
限
度
額
は
法
律
や
条
例
で
定
め

ら
れ
て
お
り
、
一
世
帯
に
対
す
る
課
税

額
の
限
度
と
な
る
金
額
で
、
計
算
上
課

税
限
度
額
を
超
え
る
世
帯
で
あ
っ
て

も
、
課
税
限
度
額
ま
で
の
課
税
と
な
り

ま
す
。
 

　
平
成
２２
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
の

課
税
限
度
額
は
合
計
６８
万
円
で
、
そ
の

内
訳
は
医
療
給
付
費
分
（
医
療
分
）
４７

万
円
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
分
（
支

援
分
）
１２
万
円
、
介
護
給
付
費
分
（
介

護
分
）
９
万
円
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
 

  　
平
成
２３
年
度
か
ら
医
療
給
付
費
分

（
医
療
分
）、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
分

（
支
援
分
）、
介
護
納
付
金
分
（
介
護

分
）
の
課
税
限
度
額
を
表
①
の
と
お
り

改
定
し
ま
す
。
 

※
介
護
分
は
４０ 
歳
か
ら
６４
歳
ま
で
の
被

保
険
者
が
算
定
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
 

    　
国
民
健
康
保
険
制
度
は
、
国
保
に
加

入
し
て
い
る
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
医
療

が
受
け
ら
れ
る
よ
う
保
険
税
を
出
し
合

う
相
互
扶
助
（
お
互
い
が
助
け
合
う
）

で
成
り
立
っ
て
い
る
制
度
で
す
。
近

年
、
加
入
者
の
高
齢
化
の
進
展
や
医
療

の
高
度
化
な
ど
に
よ
り
、
国
保
財
政
は

厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
た

め
、
国
民
健
康
保
険
事
業
の
安
定
的
な

運
営
を
行
う
た
め
、
平
成
２３
年
４
月
か

ら
国
保
税
の
課
税
限
度
額
を
改
定
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
  

※
表
②
は
一
人
当
た
り
の
医
療
給
付
額

と
一
人
当
た
り
の
国
民
健
康
保
険
税
額

の
推
移
を
表
し
て
い
ま
す
。
医
療
給
付

費
は
上
昇
し
て
、
国
保
税
額
は
下
降
し

て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
ま
ま

の
状
況
が
続
く
と
、
国
保
の
健
全
な
事

業
運
営
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
 

国
民
健
康
保
険

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ
 

国
民
健
康
保
険

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ
 

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ
 

課
税
限
度
額
と
は
 

  　
被
保
険
者
の
予
防
健
診
の
促
進
を
目

的
に
、
医
療
機
関
で
実
施
す
る
脳
ド
ッ

ク
と
併
せ
て
行
う
問
診
、診
察
、血
液
検

査
な
ど
の
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。
 

N
①
八
潮
市
国
民
健
康
保
険
 

・
脳
ド
ッ
ク
を
受
け
る
日
に
お
い
て
八

潮
市
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
資
格

が
１
年
以
上
あ
る
こ
と
 

・
脳
ド
ッ
ク
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年

度
に
お
い
て
４０
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
 

・
国
民
健
康
保
険
税
お
よ
び
市
税
を
滞

納
し
て
い
な
い
こ
と
 

②
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
 

・
八
潮
市
に
住
所
を
有
す
る
埼
玉
県
後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
の
方
 

・
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
お

よ
び
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
 

補
助
額
　
脳
ド
ッ
ク
に
要
し
た
検
査
費

用
の
７
割
（
限
度
額
２
万
５
０
０
０

円
）
。
た
だ
し
、
１
年
度
（
４
月
１
日

〜
翌
年
３
月
３１
日
）
内
１
回
に
限
る
。

後
日
、
口
座
振
り
込
み
。
 

申
請
方
法
　
脳
ド
ッ
ク
を
受
け
た
日
か

ら
４
週
間
以
内
に
医
療
機
関
の
領
収
書

を
添
付
の
う
え
、
国
保
年
金
課
へ
提

出
。
 

※
検
診
結
果
が
あ
る
場
合
は
、
提
出
く

だ
さ
い
。
 

   　
埼
玉
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会

が
契
約
し
て
い
る
施
設
を
利
用
す
る
際

に
、
費
用
を
助
成
し
ま
す
。
 

N
八
潮
市
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
お

よ
び
八
潮
市
に
住
所
を
有
す
る
埼
玉
県

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
 

補
助
額
　
１
人
３
０
０
０
円
（
小
学
生

は
１
５
０
０
円
）
。
た
だ
し
、
１
年
度

内
１
回
に
限
る
（
未
就
学
児
は
対
象

外
）
。
 

利
用
方
法
 
①
直
接
保
養
施
設
に
予

約
。
そ
の
際
に
埼
玉
県
国
保
の
保
養
施

設
宿
泊
利
用
共
同
事
業
を
利
用
す
る
旨

を
伝
え
、
必
ず
料
金
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。
②
予
約
後
、
国
保
年
金
課
備
付
の

「
保
養
施
設
利
用
申
込
書
」
に
記
入
の

う
え
、
提
出
（
被
保
険
者
証
、
印
鑑
を

持
参
）
。
利
用
券
お
よ
び
助
成
券
を
交

付
し
ま
す
の
で
宿
泊
時
に
必
ず
保
養
施

設
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

   　
市
が
実
施
す
る
が
ん
検
診
な
ど
の
自

己
負
担
金
を
八
潮
市
国
民
健
康
保
険
で

負
担
し
ま
す
。
 

N
胃
が
ん
・
肺
が
ん
・
大
腸
が
ん
・
子

宮
が
ん
・
乳
が
ん
検
診
、
肝
炎
ウ
イ
ル

ス
検
診
、
歯
周
疾
患
検
診
、
ヘ
ル
シ
ー

チ
ェ
ッ
ク
健
康
診
査
（
２０
〜
３９
歳
）
 

　
検
診
を
受
け
る
際
に
補
助
金
申
請
書

を
記
入
し
提
出
す
る
こ
と
で
、
費
用
が

無
料
に
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
特
定

健
診
案
内
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
ま
た
は
健
康

だ
よ
り
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
 

J
国
保
年
金
課
保
険
給
付
係
蕁
A
２
１
４
 

脳
ド
ッ
ク
補
助
金
 

健
康
診
査
補
助
金
 

保
養
施
設
利
用
助
成
 

改
定
内
容
 
 

課
税
限
度
額
を
 

引
き
上
げ
る
理
由
 

保
健
事
業
の
ご
案
内
 

（
特
定
）
健
康
診
査
 

１人当たりの医療給付額の推移 

給付額 

給付額 182,727

194,000 

192,000 

190,000 

188,000 

186,000 

184,000 

182,000 

180,000 

178,000 

176,000

191,085 192,977

20年度 

20年度 21年度 22年度 

21年度 22年度 

注）２１年度までは決算額、 
２２年度は見込額 

（単位:円） （単位:円） 

１人当たりの国民健康保険税額の推移 

税額 

国保税額 113,942

116,000 

114,000 

112,000 

110,000 

108,000 

106,000 

104,000 

102,000 

100,000 

98,000

112,048 103,972

20年度 

20年度 21年度 22年度 

21年度 22年度 

注）２１年度までは決算額、 
２２年度は見込額 

　
国
民
健
康
保
険
は
、
国
保
に
加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん
が
明
る
く
健
康
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
病
気
や
け
が
を

し
た
場
合
の
医
療
給
付
事
業
、
出
産
育
児
一
時
金
や
葬
祭
費
な
ど
の
保
険
給
付
事
業
、
健
康
診
査
や
脳
ド
ッ
ク
負
担
金
の
補
助

お
よ
び
保
養
所
助
成
な
ど
の
保
健
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
 

　
こ
れ
ら
の
国
民
健
康
保
険
事
業
を
円
滑
に
運
営
し
て
い
く
た
め
の
大
切
な
財
源
が
国
民
健
康
保
険
税
で
す
。
 

　
次
の
事
項
に
該
当
す
る
方
は
、
市

役
所
④
番
窓
口
、
ま
た
は
駅
前
出
張

所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
 

●
加
入
手
続
き
が
必
要
な
方
 

N
社
会
保
険
、
共
済
組
合
、
国
民
健

康
保
険
組
合
な
ど
職
場
の
健
康
保
険

を
喪
失
し
た
方
で
、
任
意
継
続
や
他

の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
方
 

K
離
職
お
よ
び
喪
失
の
確
認
が
で
き

る
書
類
（
離
職
票
、
社
会
保
険
資
格

喪
失
証
明
書
な
ど
）
、
年
金
手
帳

（
６０
才
未
満
の
方
で
、
既
に
国
民
年

金
加
入
者
を
除
く
）
 

●
喪
失
手
続
き
が
必
要
な
方
 

N
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
た

方
で
、
社
会
保
険
、
共
済
組
合
、
国

民
健
康
保
険
組
合
な
ど
他
の
健
康
保

険
に
加
入
し
た
方
 

K
新
し
い
保
険
証
、
国
民
健
康
保
険

証
 

J
国
保
年
金
課
国
保
年
金
係
蕁
A

８

２
８
 

①
八
潮
市
国
民
健
康
保
険
加
入
の
４０

歳
〜
６４
歳
の
方
　
 

Q
４
月
１
日
貊
〜
１１
月
３０
日
貉
 

※
３
月
末
に
受
診
券
な
ど
を
郵
送
済
 

②
八
潮
市
国
民
健
康
保
険
加
入
の
６５

歳
以
上
の
方
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
方
 

Q
６
月
１
日
貉
〜
１１
月
３０
日
貉
 

※
５
月
末
に
受
診
券
な
ど
を
郵
送
予

定
 
 

③
今
年
度
７５
歳
に
な
ら
れ
る
方
 

Q
誕
生
月
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す

（
左
表
参
照
）
。
 

※
医
療
保
険
組
合
や
社
会
保
険
に
加

入
し
て
い
る
４０
歳
〜
７４
歳
の
方
は
、

加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
組
合
な
ど

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
 

―
①
〜
③
共
通
―
 

・
個
別
に
受
診
券
を
送
付
し
ま
す
の

で
、
内
容
な
ど
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
 

・
平
成
２３
年
４
月
以
降
の
国
保
加
入

者
の
方
は
、
申
し
込
み
が
必
要
で

す
。
 

・
人
間
ド
ッ
ク
や
事
業
主
健
診
（
職

場
で
の
健
診
）
を
受
け
た
方
は
、
健

診
の
結
果
票
を
国
保
年
金
課
へ
提
供

く
だ
さ
い
。
必
要
に
応

じ
健
康
に
関
す
る
案
内

を
し
ま
す
。
 

〈
特
定
保
健
指
導
に
つ

い
て
〉
 

　
八
潮
市
国
民
健
康
保

険
加
入
の
方
で
、
特
定

健
康
診
査
の
結
果
、
生

活
習
慣
病
の
リ
ス
ク
の

高
い
方
は
特
定
保
健
指

導
の
対
象
と
な
り
ま

す
。
対
象
と
な
っ
た
方

に
は
個
別
に
案
内
を
郵

送
し
ま
す
。
案
内
の
届

い
た
方
は
、
ぜ
ひ
、
こ

の
機
会
に
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
 

国
民
健
康
保
険
に
 

関
す
る
手
続
き
 

11月 10月 9 月 8 月 7 月 6 月 
昭和11年 4 月生まれの方 6月1日貉 11月30日貉 

昭和11年 5 月生まれの方 7月1日貊 11月30日貉 

昭和11年 6 月生まれの方 8月1日豺 11月30日貉 

昭和11年 7 月生まれの方 9月1日貅 ★ 11月30日貉 6月1日貉～ 
6月30日貅 

昭和11年 8 月生まれの方 ★ 10月1日貍～11月30日貉 

昭和11年 9 月生まれの方 8月31日貉 ★ 11月1日貂～ 11月30日貉  

昭和11年10月生まれの方 9月30日貊 

昭和11年11月生まれの方 10月31日豺 

昭和11年12月生まれ～ 
昭和12年 3 月生まれの方 11月30日貉 6月1日貉 

6月1日貉 

6月1日貉 

6月1日貉 

6月1日貉～7月31日豸 

後期高齢者医療制度 
★保険切替後、受診確認し対象者へ後期高齢者医療制度の受診券を郵送します。 

八潮市国民健康保険 

保険切り替えのため、誕生月と誕生月翌月は受診できませんので下記の表を
確認し、ご自身の健診期間にお受けください。 実施期間 

J
国
保
年
金
課
保
険
賦
課
係
蕁
A
８
３
３
 

平
成
２３
年
度
か
ら
国
民
健
康
保
険
税
の
 

課
税
限
度
額
が
変
わ
り
ま
す
 


